
令和６年２月７日 

烏 山 総 合 支 所  

危 機 管 理 部 

 

オウム真理教問題対策（状況）について 

 

 

１ 現地の状況 

信者の居住状況について、関係機関からの情報では、ＧＳハイム烏山（南烏山６－３０－

１９）に「ひかりの輪」信者５名程度が居住している模様である。 

 

 

２ オウム真理教問題講演会の開催 

  日  時  令和５年１２月１４日（木）午後３時３０分～４時３０分 

場  所  北沢区民会館「北沢タウンホール」 

  演  題  「オウム真理教問題を風化させない」 

  講  師  公安調査庁職員 

  対  象  区民及び区職員 

  参加者数  １３８名 

 

 

３ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（団体規制法）に基づく観察処分

の期間更新に係る審査結果 

公安審査委員会は、令和６年１月１２日、「アレフ」「山田らの集団」及び「ひかりの輪」

に対し、団体規制法に基づく観察処分の更新を決定した（８回目）。 

更新された観察処分の期間は、令和６年２月１日から令和９年１月３１日までの３年間

で、この間、これまでと同様に公安調査庁による教団施設への立入調査が実施されるとと

もに、教団には公安調査庁への定期的な信者数や財務報告等の報告が義務付けられる。 

 

 

４ 「アレフ」に対する公安調査庁の再発防止処分の請求  

現在「アレフ」は、団体規制法で定められている報告すべき事項の一部を報告せず、無差

別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難な状況にあるとして、現在、２

回目の再発防止処分下にあり、その期間は令和５年９月２１日から令和６年３月２０日ま

での６か月間となっている。 

この間、公安調査庁は是正指導を行ってきたが「アレフ」は応じないため、２月１日に公

安審査委員会に対して、３回目の再発防止処分を請求した。処分内容は、これまで同様に建

物の全部使用禁止４施設及び金品の贈与を受けることの禁止を継続するとともに、加えて

建物の一部使用禁止施設を９施設から１２施設に拡大し、期間は６か月としている。 
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新
年
の
ご
挨
拶

烏
山
地
域
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
住
民
協
議
会

会 

長　

古
馬 

一
行

　

元
日
に
発
生
し
ま
し
た
能
登
半
島

地
震
で
甚
大
な
被
害
に
遭
わ
れ
た
地
域

の
方
々
に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、一
日
も
早
い
復
興
を
祈
念
い
た
し

ま
す
。

　

昨
年
５
月
に
新
型
コ
ロ
ナ
も
５
類
に

な
り
、抗
議
デ
モ・
学
習
会
も
通
常
の
開

催
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ

の
活
動
も
24
年
目
に
入
り
ま
す
。こ
う

し
て
闘
い
続
け
ら
れ
ま
し
た
の
も
地
域

の
皆
様
と
世
田
谷
区
や
成
城
警
察
署
、

公
安
調
査
庁
の
皆
様
の
厚
い
ご
支
援
の

お
か
げ
と
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、昨
年
は
ア
レ
フ
の
問
題
が
話

題
の
中
心
で
し
た
。ア
レ
フ
が
被
害
者

に
対
す
る
賠
償
金
の
支
払
い
を
拒
み
、

公
安
調
査
庁
に
提
出
す
べ
き
書
類
を

提
出
し
な
い
た
め
に
再
発
防
止
処
分
に

付
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
再
発
防
止
処
分

が
ア
レ
フ
に
対
し
て
有
効
性
が
な
い
の

で
は
な
い
か
と
指
摘
し
ま
し
た
が
、２

回
目
の
処
分
更
新
時
に
は
実
効
性
の
あ

る
厳
し
い
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
、ア
レ
フ
も
上
祐
が
率
い
る

「
ひ
か
り
の
輪
」も
同
じ
も
の
だ
と
考

え
て
お
り
ま
す
。観
察
処
分
の
対
応
を

め
ぐ
っ
て
分
裂
し
ま
し
た
が
、ア
レ
フ
が

麻
原
を
前
面
に
出
し
て
従
来
の
修
行

を
続
け
て
い
る
の
に
対
し
、「
ひ
か
り
の

輪
」は
麻
原
を
隠
し
、宗
教
性
を
隠
し

た
サ
ー
ク
ル
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い

ま
す
。し
か
し
、根
は
同
じ
な
の
で
す
。

い
つ
元
に
戻
っ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。

　

予
想
通
り
教
団
経
営
は
厳
し
い
ら

し
く
、平
日
に
週
１
回
の
ペ
ー
ス
だ
っ
た

聖
地
め
ぐ
り
を
土
日
に
も
行
っ
て
い
ま

す
。
毎
回
10
人
程
度
を
集
め
、参
加
費

は
ひ
と
り
１
万
円
弱
で
す
。行
先
は
皇

居
や
明
治
神
宮
な
ど
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

セ
ミ
ナ
ー
は
正
月
、５
月
の
連
休
と
８

月
の
３
回
で
す
。８
月
の
セ
ミ
ナ
ー
で

は
45
人
程
を
集
め
、１
時
間
千
円
、上

限
１
万
円
で
80
万
円
以
上
を
集
め
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

セ
ミ
ナ
ー
以
外
に「
ひ
か
り
の

輪
」は
、オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
の
強
化

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
上
祐
は

「
21
世
紀
の
思
想
哲
学
は
ネ
ッ
ト

空
間
を
軸
に
し
て
広
が
る
」と
し
、

新
規
信
者
の
獲
得
を
目
論
ん
で
い
る
よ

う
で
す
。
動
画
共
有
サ
イ
ト
で
街
ゆ
く

人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
す
る
番
組
で
は
、

上
祐
側
近
の
女
性
信
者
が
偶
然
の
様
に

出
演
し
、生
い
立
ち
か
ら
現
在
ま
で
を

１
時
間
以
上
話
し
て
い
ま
し
た
。
女
性

信
者
が
穏
や
か
に
話
し
て
い
る
様
子
に

は
、信
者
独
特
の
暗
さ
も
淀
み
も
な
く

話
し
終
え
て
い
ま
し
た
。こ
う
し
て
ネ
ッ

ト
の
視
聴
者
獲
得
を
狙
っ
て
い
る
の
だ

と
恐
怖
を
覚
え
ま
し
た
。

　

烏
山
地
域
の
厳
し
い
監
視
下
で
も
オ

ウ
ム
は
活
動
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は

そ
う
し
た「
ひ
か
り
の
輪
」に
ま
だ
ま
だ

手
を
緩
め
る
こ
と
な
く
抗
議
活
動
を

続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決

意
を
新
た
に
い
た
し
ま
し
た
。そ
し
て

皆
様
に
お
願
い
す
る
事
は
、抗
議
デ
モ

や
学
習
会
に
参
加
を
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
事
で
す
。
多
く
の
皆
様
の
参

加
が
、協
議
会
の
力
に
も
な
り
ま
す
し
、

「
ひ
か
り
の
輪
」に
対
す
る
強
い
意
思

表
示
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。そ
し
て
ま
た
、今

年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

当
住
民
協
議
会
は
昨
年
の
夏
、
ア

レ
フ
や
ひ
か
り
の
輪
な
ど
に
対
す
る

団
体
規
制
法
に
基
づ
く
観
察
処
分
の

更
新
を
求
め
る
署
名
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
、
世
田
谷
区
内
の
町
会
・
自

治
会
や
商
店
街
な
ど
の
団
体
の
代
表

者
や
世
田
谷
区
議
会
議
員
の
皆
さ
ま

に
、
た
く
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

　

令
和
５
年
10
月
13
日
、
皆
様
か
ら

い
た
だ
い
た
た
く
さ
ん
の
署
名
と
と

も
に
、
ア
レ
フ
や
ひ
か
り
の
輪
な
ど

へ
の
観
察
処
分
更
新
の
要
請
書
を
、

法
務
大
臣
、
公
安
調
査
庁
長
官
、
公

安
審
査
委
員
長
に
直
接
手
渡
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

　

こ
の
要
請
行
動
に
は
、
足
立
区
や

金
沢
市
な
ど
全
国
４
か
所
の
住
民
協

議
会
と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
関
係

市
区
長
連
絡
会
か
ら
近
藤
足
立
区
長
、

保
坂
世
田
谷
区
長
ほ
か
13
区
市
の
代

表
者
、
お
ぎ
の
世
田
谷
区
議
会
議
長
、

桃
野
特
別
委
員
会
委
員
長
、
畠
山
特

別
委
員
会
副
委
員
長
を
始
め
、
国
会

議
員
・
都
議
会
議
員
・
区
議
会
議

員
・
市
議
会
議
員
か
ら
多
く
の
皆
様

の
参
加
を
頂
き
ま
し
た
。

オウム真理教対策住民協議会ニュース  207号（1月号） 全区版 令和6年1月29日

観察処分の更新を求め、国に要請

烏山地域
オウム真理教対策
住民協議会

　

 

公
安
審
査
委
員
会
と
の
意
見
交
換

▲

小泉法務大臣（左端）へ
観察処分更新を要請

令
和
６
年
１
月
12
日
、
３
年
間

の
観
察
処
分
更
新
（
８
回
目
）

が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

2



　令和５年１１月１１日に実施した抗議デモには、烏山地域の町会・自

治会と区議会議員や足立区住民協議会の参加もあり、総勢１４５名

となりました。午後１時３０分、烏山区民センター前広場に参集し、

シュプレヒコールを高々とあげてデモを行いました。ひかりの輪施設

前で抗議文を読み上げて投函し、その後、烏山区民センターホール

で学習会を開催しました。

　学習会は、立正大学教授で日本脱カルト協会代表理事の西田公昭

氏に講演をお願いしました。ホールには、デモ参加者に加えて西田氏

の講演を聞こうと、遠方からも多くの方々が参加していました。

　講演では井上嘉浩・元死刑囚がどのようにオウムに入ったかを紹

介し、社会での居場所の重要性を説明されました。集団での分断が

起きると相手を受け入れる難しさ、さらに人の弱みにつけ込むマイン

ドコントロールやオウムでの段階的に信じ込ませる仕組みなど、これ

からの日本でも起こり得ると指摘されました。若い人へ周知するの

は、大学生からでは遅く、中学生や高校生など早めの対策が必要だ

と言う講師の言葉に改めて脅威を感じました。

　『烏山の人達は、耳を貸さない大変な人と対峙している。オウムの

解散は大賛成だが「出ていけ」ではなく、信者の気持ちを理解する

ことが第一歩であり、私達の社会が何かを提供しない限り最終的な

解決は無い。』として講演は終わりました。

本紙についてのお問い合わせ：世田谷区南烏山6-22-14　烏山総合支所内住民協議会  電話 03（3326）1202・FAX 03（3326）1050

第47回 抗議デモ･学習会を開催

〜 以下、学習会アンケートから一部抜粋 〜

【学習会への感想】
＊心理学の先生だけにカルトに染まるプロセ

スはとても解り易い話でした。やはり忘却
が再び悲劇を繰り返すことを危惧します。
次の機会には脱カルトの方法をお聴きした
いです。

＊信者の社会への受け入れ方法を考えていな
いところが問題点という事はよく理解でき
ました。

＊西田先生のお話では単にオウム反対という
だけではなく「オウム信者がなぜマインド
コントロールされ入信したのかを考える事
も大事である」という見解が示され大変共
感しました。

＊麻原死刑囚以外の死刑囚の死刑に反対さ
れた。国連もオウム真理教に感心を持って
いることから、マインドコントロールに落
ちる過程を詳しく説明していただき信者に
対する思いも含めて勉強になりました。

＊勉強になりました。ただひかりの輪につい
ての話がほとんどなく学習会に参加する度
にひかりの輪は問題がないのかと思ってし
まいます。

＊出ていけではないかもしれないが共存はむ
ずかしいと思います。

【住民協議会への感想】
＊年２回のデモ・学習会によって、風化しつ

つあるオウム問題が解決していないことを
再認識できます。本当にありがたいです。

＊コロナ禍の為しばらく思うように活動が出
来なかった様ですが、オウム真理教から烏
山の街を守る為に活動されており、心から
敬意を示したいです。オウム解体の日まで
協議会の活動を応援したいと思います。

＊協議会ニュースの更新を SNS に発信して
ほしいです。

＊初めてデモに参加しました。住民の方々の
熱心な活動に頭が下がります。全国の自治
体の手本になると思いますので是非他の地
域の皆さんにも協力を得て社会全体でアレ
フを解散させるように、私達家族会も協力
したいと思います。

＊デモの度に忘却との戦いであることを感じ
ますが、声をあげ続けなければいけない。

【学習会・実施日】	 令和５年１１月１１日（土）

【参加回数】		 ・初めて（31）	 ・２回目（10）		 ・３回目（3）	 ・４回目（5）		 ・５回目（3）	 							　					（	）内は人数

	 ・６回目（1）	 ・７回目（1）	 ・８回目（0）		 ・９回目（0）	 ・10回以上（22）　		 						

抗　　議　　文

　「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」い
わゆる団体規制法は、オウム対策のために制定され、１９９９年
１２月に施行された法律である。その法律により、観察処分の対
象となったアレフ・ひかりの輪・山田らの集団は、公安調査庁に
活動報告が義務付けられた。しかし、その報告が不十分なアレフ
に対しては、今年３月に再発防止処分が科せられ、９月には二度
目の再発防止処分となった。
　オウム真理教当時から住み続けるひかりの輪は、セミナーの開
催や聖地巡礼を繰り返し、ネットやＳＮＳを使い、事件を知らな
い若者を対話や人生相談を装って囲い込み、巧みに信者の獲得を
行っている。オウム真理教の大幹部だった上祐が、ひかりの輪を
組織し、麻原からもらった名前由来の仏画を掲げて活動を続けて
いるのは、何らオウム真理教と変わらない。
　我々住民協議会、成城警察署そして公安調査庁は、それぞれ詰
所を持ってひかりの輪南烏山施設を監視している。こんなに監視
の厳しい所は他にないだろう。上祐は、一刻も早くひかりの輪を
解散し、信者それぞれを自由にすべきである。解散後の生活を考
えるのなら、その相談に乗る用意はある。
　我々は、ひかりの輪が活動を続ける限り反対運動を続け、解散・
解体するまで粘り強く闘うことを宣言する。

　令和５年１１月１１日

　　　　　　　　　　　　　　烏山地域オウム真理教対策住民協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　古　馬　一　行

協議会ホームページアドレス　https://www.karasuyama-kyogikai.jp

この協議会ニュースは、皆様の募金により発行されています。
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